
 平成 25 年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率について   

 
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）」第 3 条第 1 項及び第

22 条第 1 項の規定により、平成 25 年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表し

ます。 

 

◆健全化判断比率                                           （単位：％） 

区  分 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

美郷町 － － 10.5 9.9 

早期健全化基準 13.66 18.66 25.0 350.0 

財政再生基準 20.00 30.00 35.0  

 

◆資金不足比率                    （単位：％） 

区  分 資金不足比率 

簡易水道事業特別会計 － 

下水道事業特別会計 － 

農業集落排水事業特別会計 － 

経営健全化基準 20.0 

※赤字（資金不足）額がないものは該当なしのため「－」の表示をしています。 

 

 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、地方公共団体は実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率からなる「健全化判断比率」と、公営企業会計毎に算出

する「資金不足比率」を公表することが義務付けられました。これは、従来の普通会計を範囲とする指標

に加え、特別会計、第三セクター等にまで範囲を広げた新たな指標を算定し、財政状況の的確な把握・

早期の是正を行うことにより、財政の健全化を図り、地方公共団体の財政破綻を未然に防ごうとするもの

です。 

 健全化判断比率のいずれか一つでも早期健全化基準を超えた場合は「財政健全化計画」を、財政再

生基準を超えた場合は「財政再生計画」を、また、公営企業の資金不足比率が経営健全化基準を超えた

場合は「経営健全化計画」を策定し、財政・経営の健全化に向けた具体的な取り組みを実施することにな

ります。 

◆早期健全化基準（経営健全化基準）と財政再生基準 

 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率 財政規模に応じ 11.25～15％ 20％ 

連結実質赤字比率 財政規模に応じ 16.25～20％ 30％ 

実質公債費比率 25％ 35％ 

将来負担比率 350％ － 

資金不足比率 （経営健全化基準） 20％ － 



 健全化判断比率及び資金不足比率の算定方法   

 

【実質赤字比率】 
一般会計等の赤字額が標準財政規模（※）に対してどの程度かを表す指標です。福祉、教

育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す

指標ともいえます。 
※標準財政規模・・・地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模 

 

【連結実質赤字比率】 

特別会計も含む全会計を対象にしたもので、合算した赤字額が標準財政規模に対してどの

程度かを表す指標です。美郷町としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを

示す指標ともいえます。 

 

実質赤字比率 
（連結実質赤字比率） ＝ 

 
実質赤字額（連結実質赤字額）  

標準財政規模  
 

（単位：千円） 

会計名 
実質収支額 実質赤字 

比率 

連結実質 

赤字比率 
赤字額 黒字額 

一般会計 － 389,525 (-4.65) 

(-6.92) 

国民健康保険特別会計 － 183,268 
 

後期高齢者医療特別会計 － 288 

簡易水道事業特別会計 － 97 

下水道事業特別会計 － 3,223 

農業集落排水事業特別会計 － 2,644 

標準財政規模 8,366,810 
 

実質収支（連結実質収支）額が黒字の場合、実質赤字比率（連結実質赤字比率）は負の値

で表示します。公表では赤字額がないため、「－（該当なし）」の表示をしています。 



【実質公債費比率】 
  借入金等（地方債元利償還金及びこれに準ずるもの）が標準財政規模（ただし、元利償還金･準

元利償還金に係る基準財政需要額算入額（※）を除く）に対してどの程度かを表す指標です。借

入金等の返済額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。全会計を対象と

し、広域や一部事務組合の公債費への負担金も含みます。 

 

実質公債費比率 

（過去３カ年平均） 
＝ 

 
（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－ 

（特定財源（※）＋元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模－元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 
 

※基準財政需要額算入額・・・普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額 
※特定財源・・・借入金の返済の財源になった歳入額 

（単位：％） 

年度 単年度実質公債費比率 実質公債費比率 

平成 ２３ 年度 11.82362 

１０．５ 平成 ２４ 年度 11.02517 

平成 ２５ 年度 8.74105 

 

【将来負担比率】 
  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模（ただし、元利償還金･準元利

償還金に係る基準財政需要額算入額を除く）に対してどの程度かを表す指標です。借入金（地

方債及びこれに準ずるもの）や将来支払っていく可能性のある負担金の年度末時点での残

高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。全会計を対

象とし、広域や一部事務組合等への負担金も含みます。 

 

将来負担比率 ＝ 

 
将来負担見込額 －（充当可能基金＋特定財源見込額 

＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模－元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 
 

（単位：千円、％）  

将
来
負
担
見
込
額 

地方債現在高 12,351,577 

債務負担行為に基づく支出予定額 98,839 

公営企業会計への繰出見込額 4,118,818 

各組合への負担見込額 582,638 

美郷町全職員が退職するとした場合の退職手当負担見込額 1,894,536 

組合連結実質赤字額負担見込額 3,796 

計 19,050,204 

充当可能基金（借入金の返済に充当可能な基金の現在高） 3,815,884 

特定財源見込額（借入金の返済の財源になる歳入見込額） 142,516 

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額 14,382,796 

標準財政規模 8,366,810 

元利償還金･準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 1,273,473 

将来負担比率  9.9％ 



【資金不足比率】 
  公営企業会計毎の資金の不足額（※）が事業の規模（※）に対してどの程度かを表す指標です。

公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示

す指標ともいえます。 

  対象となる会計は 簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会

計（いずれも法非適用企業）です。 

 

 資金不足比率 ＝ 

 
資金の不足額  

事業の規模  
※資金の不足額・・・公営企業会計の赤字額 
※事 業 の規 模・・・営業収益に相当する料金等の収入額から工事の受託で得た収入を控除した額 

（単位：千円、％） 

会計区分 
資金の不足（剰余）額 

事業の規模 資金不足比率 
不足額 剰余額 

簡易水道事業特別会計 － 97 173,519 － 

下水道事業特別会計 － 3,223 38,697 － 

農業集落排水事業特別会計 － 2,644 53,019 － 

資金の不足額がないため、「－（該当なし）」の表示をしています。 

 

 健全化判断比率及び資金不足比率の対象となる会計   

  
健全化判断比率と資金不足比率の対象となる美郷町の会計の範囲を図示すると次のとおりです。 

 

一般会計 
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国民健康保険特別会計 

 

後期高齢者医療特別会計 

老人保健特別会計 

公
営
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簡易水道事業特別会計 資

金

不
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比
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下水道事業特別会計 

農業集落排水事業特別会計 

一部事務組合・広域連合 
  

地方公社・第三セクター  

 


